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2016年版 JCF規則集における追記事項 
 
2016年 4月 1日発効の本連盟 2016年版競技規則集は各加盟団体宛てに送付されておりますので，必要な方
は各加盟団体にお問い合わせください． 
 
本連盟競技規則はその第 1条において，UCIの定款および諸規則を規範として制定し，これら規則に変更のあ
った場合には，準拠して改訂する，ことになっています．	

今回発行いたしました競技規則は，2月 1日にダウンロードした UCI規則第 1部を用いておりましたが，そ
の後，自転車の車輪に関する条項 1.3.018 について加筆されたテキストが UCI サイトに掲出されていること
が判明いたしました． 
 
加筆内容は，伝統的車輪に関する記述で，2016年 1月 1日版として一時削除されていましたが，下記のよう
に別の形で復活しました． 

Wheels which meet the definition of traditional wheels do not need to be 
certified. 
伝統的な車輪の定義を満たす車輪は，認証される必要がない．  
 
Definition of Traditional wheels: 
伝統的車輪の定義  
Criteria:  
Rim height: Less than 25 mm  
Rim material: Alloy  
Spokes: Minimum of 20 steel spokes which are detachable  
基準 :  
リム高 : 25 mm 以下  
リム材質 : 合金   
スポーク : 最少 20本の分解可能な鋼製スポーク   

 
これに伴い修正された JCF規則は，本連盟サイトでご確認ください．第 16条 3.(2)a)⑧がこれに当たります． 
 

 


